
議第１９号

三島市駐車場条例の一部を改正する条例案

三島市駐車場条例（平成 6 年三島市条例第 5 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条の表を次のように改める。

名称 位置

三島市営中央駐車場 三島市中央町 1 番 8 号

三島市営三島駅南口駐車場 三島市一番町16番 1 号

第 4 条中「のうち、」の次に「三島市営中央駐車場にあっては」を、「2.10メー

トル以下」の次に「のものとし、三島市営三島駅南口駐車場にあっては長さ5.00

メートル以下、幅1.90メートル以下、高さ2.10メートル以下」を加える。

第 7 条中「定めるとき」を「定める時期」に改め、同条第 1 号中「及び」の次に

「三島市営中央駐車場の」を加え、同条第 2 号を同条第 3 号とし、同条第 1 号の次

に次の 1 号を加える。

⑵ 三島市営三島駅南口駐車場の定期駐車券を発行する場合 三島市営三島駅南

口駐車場を利用しようとする者が当該利用の許可があったことを知ったときか

ら当該定期駐車券の有効期間の初日の前日までの間

第 9 条中「を発行したとき」を「の発行に伴い」に改める。

別表第 1 及び別表第 2 を次のように改める。



 

別表第１（第５条関係） 

 １ 三島市営中央駐車場 

区分 金額 

午前８時から午後８時まで 30分までごとに100円 

午後８時から翌日の午前８時まで １時間までごとに100円 

備考 

１ 駐車時間が午後８時の前後にまたがる場合において、そのまたがる30分 

までの駐車時間に係る料金は、100円とする。 

２ 駐車時間が午前８時の前後にまたがる場合において、そのまたがる１時 

間までの駐車時間に係る料金は、100円とする。 

 ２ 三島市営三島駅南口駐車場 

区分 金額 

最初の20分までの場合 無料 

20分を超える場合 20分までごとに100円。ただし、24時

間までごとに2,000円を限度とする。 

 



 

別表第２（第６条関係） 

１ 三島市営中央駐車場 

⑴ 回数駐車券 

区分 単位 金額 

100円券 25枚 2,000円 

400円券 25枚 8,000円 

⑵ 定期駐車券 

区分 単位 金額 

全日定期 午前０時から午後12時まで １月 14,000円 

昼間定期 午前７時30分から午後８時30分まで 8,000円 

夜間定期 午後６時から翌日の午前７時まで 

備考 昼間定期及び夜間定期は、３階、４階、５階及び屋上の利用に限る。 

２ 三島市営三島駅南口駐車場 

⑴ 回数駐車券 

区分 単位 金額 

100円券 25枚 2,000円 

300円券 25枚 6,000円 

⑵ 定期駐車券 

区分 単位 金額 

午前０時から午後12時まで １月 17,000円 

備考 １月の単位は、その月の初日から始まり、その月の末日をもって終わ 

る。 

 



附 則

1 この条例は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。ただし、附則第 3 項の規定は、

公布の日から施行する。

2 改正後の別表第 1 の 2 三島市営三島駅南口駐車場の規定は、この条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後に三島市営三島駅南口駐車場から出場させる

自動車の施行日以後の利用に係る料金から適用する。

3 改正後の別表第 2 の 2 三島市営三島駅南口駐車場に規定する回数駐車券及び定

期駐車券の発行は、施行日前においても行うことができる。

令和３年２月１６日提出

三島市長 豊 岡 武 士


